
 

◎
家
庭
に
お
け
る
子
育
て
及
び
介
護
の
支
援
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
項
関
係
） 
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傍
線
部
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は
改
正
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（
所
掌
事
務
） 

第
四
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前
条
第
二
項
の
任
務
を
達
成

す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一
～
二
十
七
の
六 

〔
略
〕 

 

二
十
八 

家
庭
に
お
け
る
子
育
て
及
び
介
護
の
支
援
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
七
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方

針
の
作
成
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
八
の
二 

〔
略
〕 

 

二
十
九
～
六
十
二 

〔
略
〕 

 

（
所
掌
事
務
） 

第
四
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前
条
第
二
項
の
任
務
を
達
成

す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一
～
二
十
七
の
六 

〔
略
〕 

 

〔
新
設
〕 

   

二
十
八 

〔
略
〕 

 

二
十
九
～
六
十
二 

〔
略
〕 

 
 

 
 


